別紙３
患者給食業務取り扱い要領

１　食数管理
（１）甲の所有する「アジダス栄養管理システム」端末を操作して、食事に関するデータの入・出力を行い、食種及び食数等を調理現場へ指示すること。
（２）食事オーダリング締め切り後の処理(入院や緊急の変更)の際は、甲からの連絡を受け変更パスワードを発行し、その都度調理現場へ指示すること。
（３）定期的に実施する特別メニューについて、対象患者へ特別メニュー表の配布及び回収を行い、必要なデータを入力すること。
（４）食札の出力及びセット
　　　乙は提供区分毎の食札を排出し、患者専用トレイにセットした状態で食事提供すること。

２　献立作成管理
（１）甲の所有する「アジダス栄養管理システム」端末を操作して、献立作成、修正入力を行うこと。
（２）当面現在の献立を使用するものとし、作成時は別途提示する別紙１「食種一覧表」に定める食種及び別紙９「献立作成基準」に沿って基本食から特別食の献立展開を行うこと。
（３）特別メニューは、週３日6回を目安に実施すること。
（４）行事食や地産地消の日については、甲の承認を受け、カード等の準備を行い、計画的に実施すること。
（５）甲の指示により個別指示献立の作成を行うこと。
（６）乙は実施の約１ヶ月前を目処に次月分の献立を作成し甲の承認を得ること。
　　　やむを得ず承認後の献立変更をする場合は甲の許可を得て実施するものとする。
（７）献立表は、食材、数量等変更があった場合は朱書き訂正し、実施後は実施献立として、速やかに甲に提出すること。
（８）甲乙の担当者で献立検討会を開催し、献立の質の向上を図ること。
（９）給食に関する嗜好・喫食調査の企画及び実施を甲と協力して行うこと。
（10）災害時の献立は甲の指示する献立に従って、調達可能な食品で作成すること。
（11）過去を含め年度単位、食種単位で献立を削除することは、甲の了承を得ない限りしてはならない。

３　給食材料及び給食業務に必要な各種消耗品の調達・管理
（１）患者予定数、検食分、保存検査食等を勘案の上、必要な材料を計画的に購入すること。 
（２）給食材料は献立表に基づき栄養量、品質の確保及び安全性に十分留意し、かつ経済性を考慮して選定すること。生鮮食品については月２回以上、乾物・冷凍食品については年１回以上見積行為を行うこと。　　　　
（３）給食材料の規格は、別表１「給食材料使用基準」のとおりとする。ただし、規格を変更しなければならない場合は、甲の承認を得るものとする。
（４）購入する食材の廃棄率は日本食品標準成分表による。食材によってこの限りでない場合「廃棄率一覧表」を作成するなど給食管理の体制を整えておくこと。 
（７）食材の保管、管理は「衛生管理マニュアル」により行うこと。
（８）栄養管理科内で共通使用する消耗品及び給食業務・調理業務に使用する消耗品は乙が調達及び管理すること。 

４　災害備蓄食品の調達・管理
（１）非常災害時用食糧品（以下「非常食」という）としての食糧（３日分９回食）の管理を行い、非常時は甲の要請により提供すること。
（２）非常食の品質と賞味期限を確保するため、平常時に使用している食糧品と計画的に交換し、非常食の品質と賞味期限の確保に努めること。
また、非常食を不足することなく補充するものとする。 
（３）保有する非常食は水、レトルト食品、缶詰類、濃厚流動食品、栄養補助食品、乳幼児ミルク等とし、現在患者に提供している食事と非常食であっても代替できるようにすること。非常時は甲の要請により提供すること。

５　検収 
検収は「衛生管理マニュアル」により行うこと。材料検収にあたっては品温、期限、包装、鮮度、異物、産地等の記録を行うこと。

６　調理業務
[bookmark: _GoBack]（１）乙は、作業計画書を作成し、甲の承認を得、作業管理を行うこと。
（２）調理は、献立表及び指示に基づき給食材料の必要量を確実に準備使用すること。
（３）下処理、加熱、冷却等の調理から配膳までの各工程における食品衛生管理については「衛生管理マニュアル」を厳守し、調理後の食品は適温管理され盛り付けは提供前2時間以内を厳守すること。
（４）献立に関する調理方法や食品材料の指示は明確に行い、新たな料理提供や不明な点については随時確認、打ち合わせを行うこと。
（５）献立表に示された食材料の量を遵守し、特に味付けや仕上がりに留意して患者の食欲をそそるように創意工夫を行うとともに、適正温度で提供すること。
（６）調理されたものは、責任者の点検を受け、患者給食として不適格と判断された場合ただちに代替えの給食を調理するものとする。
（７）調理されたものは献立内容と相違ないか必ず確認すること。

７　盛付け
（１）献立表及び食数に応じて、適切に配分・盛付けること。
（２）盛付けから配膳は短時間で行うこと。盛付け後の適温管理、乾燥防止、異物混入等に十分注意すること。
（３）献立内容どおりか、献立表、食札との適合を行うこと。

８　配膳
（１）食札記載の指示内容に従って献立のとおり配膳トレイにのせること。
（２）配膳が修了したら食札の指示内容と配膳内容の適合を確認、配膳先を乙が責任をもって確認すること。
（３）各病棟では温冷配膳車の引き渡しを確実にすること。
（４）病棟への配膳車運搬時間及び回収時間は別表２「配膳車出発・下膳時間」により行うこと。
（５）配膳車の運転にあたっては、｢配膳車取扱規程｣により安全に十分注意すること。

９　下膳
下膳は、別表２「配膳車出発・下膳時間」及び「下膳車取扱規程」により行うこと。

10　洗浄・消毒
食器の洗浄及び消毒は、「食器洗浄業務マニュアル」により行うこと。
その他の調理器具等は、甲が指定した方法で洗浄・消毒すること。
食器洗浄業務と調理業務は区別して従事させること。

11　調乳業務
調乳は「調乳業務手順」により行うこと。

12　残菜等の厨芥処理
調理過程等において発生した残菜やゴミ、段ボール・びん・缶等を甲の指定した分別方法により甲の指定した場所に搬出すること。処理にあたっては、甲の指示による方法で衛生的に取り扱うこと。

13　施設・設備の衛生管理
施設・設備の衛生管理は「衛生管理マニュアル」に基づき必要な点検記録を行うこと。
また、使用する厨房等を常に清潔に保つため、「厨房清掃及び衛生管理規定」により清掃を行うこと。

14　検食、保存食
甲の指定する検食者に要する食事を調理・配膳すること。甲の管理栄養士が勤務しない日の検食は乙の栄養士が実施し、検食簿に意見等評価を記載すること。
乙は、記載された評価を調理等に反映させること。
保存食は、「衛生管理マニュアル」により管理し、毎食指定された場所に１４日間保存し、その後廃棄すること。

15　施設・調理機器等の管理全般
施設、調理機器、什器、食器等は、取扱い説明書等に基づき適正、安全、丁寧に扱うこと。施設、調理機器等の故障・破損が生じたときは、直ちに甲に報告しなければならない。この場合において、故障・破損等の原因が乙の責によるときは、甲の指示に従いこれを修繕及び交換又は補充しなければならない。

16　厨房火気等取扱
厨房内は「厨房火気等取扱規程」によること。

17　嗜好調査・喫食調査等
毎食下膳時、全体の残食状況を調査し、甲の定めた様式により報告すること。
なお、乙の業務従事者は、甲が行う患者訪問等に同行し、その内容を調理業務に反映させること。

18　栄養管理委員会等への参画
乙は、甲の指示により栄養管理委員会等に業務従事者を参画させ、県立延岡病院全体における給食業務の役割を理解させるよう努めること。
